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第２回和歌山市入札監視委員会　議事概要

１．入札及び契約手続きの実績状況等の報告

　平成１６年８月２５日（水）

　市役所７階　市政記者室

　井伊　博行（委員長）

　神吉　紀世子

平成１６年　４月　１日～平成１６年　６月３０日

　廣谷　行敏

　南出　和寛

抽出案件（総件数）

委員会による建
議の内容

　　なし

回　　　答

別紙のとおり

意見・質問

別紙のとおり

　山西　良子

開催日及び場所

審議対象期間

出席委員氏名

一般競争入札
２．抽出工事及び業務に係る経緯等の審議

議　事



和歌山市入札監視委員会 
第２回会議録 

 
議事第１号  入札及び契約手続き  事務局説明 
       の実績状況等の報告   問①：落札率の低い工事について工事内容が妥当 
                     かどうかの確認はどうされていますか。 
                   答：設計価格（予定価格）の概ね８５％を調査基 
                     準価格とし，それを下回る場合は落札保留と 
                     し，見積書を吟味し応札額で施工可能か等調 
                     査を行っております。 
                   問②： 低制限価格の設定基準はどうされていま 
                     すか。 
                   答：工事につきましては予定価格の概ね７５％で 
                     設定しています。 
                   問③：工事の基本設計はどこで行っていますか。 
                   答：担当課で設計し検査課で確認しております。 
                   問④： 低制限価格の７５％を下回った場合はど 
                     うされますか。 
                   答：失格といたします。例外として解体工事及び 
                     単価契約等 低制限価格を設定していない工 
                     事等もございます。また，コンサルタントに 
                     つきましては６６％で設定しております。 
                   問⑤：コンサルタントの設定基準が低いのはなぜ 
                     ですか。 
                   答：物をつくるのではなく，人件費が主であるた 
                     めです。 
                   問⑥：水道局分で随意契約が多いのはなぜですか。 
                   答：建設総務課で入札した物件の随伴工事が多い 
                     ためです。経費や工期の面からも随意契約が 
                     適していると考えられます。 
議事第２号  抽出工事及び業務に  神吉委員より抽出の経緯について報告 
       係る経緯等の審議   事務局（建設総務課）抽出事案の概要説明 
（建設総務課分） 
 [一般競争入札] 
 ・西脇山口線遮音壁設置工事その２  問①：地区割は工事をする場所によって決まるの 
                     ですか。 
                   答：一般競争入札の条件付きの場合，地区設定す 



                     る場合としない場合があります。今回は，工 
                     事の難易度が比較的低いためランクも下げて 
                     設定しておりますので地区設定する場合を選 
                     別しました。また，工事の金額，難易度等に 
                     より県内・県外発注を決めております。 
                   問②：今回の入札において皆さんが 低制限価格 
                     で並んでいるのは設定価格が高いということ 
                     ですか。積算のあり方に問題はありませんか。 
                   答：国交省に歩掛けの単価表がありそれに基づい 
                     て積算しているため問題はありません。単価 
                     表にない場合は，数社から見積もりを取り， 
                     積算基準にのっとり設定しております。そし 
                     てさらに検査課でチェックを受けますので設 
                     定価格については適正だと思っております。 
                     また， 低制限価格で並んでくるのは，「他の 
                     業者がとりにいくのでうちもいかざるをえな 
                     い。」という状況が業者間にあるのではないか 
                     と思われます。 
                   問③：工事のできあがりもチェックする必要があ 
                     るのではないでしょうか。 
                   答：工事検査は市の検査員が行っております。工 
                     事監理は発注した担当課の監督職員が行って 
                     おります。また建設総務課においてはぬきう 
                     ちで現場調査を行う等の対応をしております。 
 [指名競争入札] 
 ・水路改良工事 東山東地区塩ノ谷   問①：C，D ランク業者の組み合わせを選定した 
                     理由は何ですか。 
 注）C，D ランクとは「和歌山市   答：発注金額によると D ランクとなりますが，指 
 建設工事に係る指名競争入札参加     名基準により入札参加者数が１０社に満たな 
 者の指名基準」第２条及び第３条     い場合は直近上位等級者を指名することがで 
 による等級区分と格付によるラン     きることから C ランク業者を加え C，D ラン 
 クの種類                ク業者の組み合わせを選定しました。 
                   問②：この工事はどのような工事ですか。 
                   答：農業用水路の改修工事で年次的に行っている 
                     工事です。 
 ・共栄団地解体撤去工事       問①：S，A，B ランク業者の組み合わせを選定し 
                     た理由は何ですか。 



                   答：和歌山市建設工事に係る指名競争入札参加者 
                     の指名基準によるところです。 
                   問②：解体工事は 低制限価格を設定していない 
                      のですが，安く見積もったことでどこかに 
                      投棄するということはないのですか。 
                   答：工事では必ず処理計画書をつけさせています。 
                     産業廃棄物に関してはマニフェストにより監 
                     督職員が確認し，不法投棄しないようチェ 
                     ックをしています。金額に関して業者努力に 
                     よるところです。 
                   問③：産業廃棄物はどこに持っていくのですか。 
                   答：県で登録している中間処分場及び 終処分場 
                     です。価格は決まっています。 
                   問④：鉄材処理は業者の方で行っているのですか。 
                   答：設計段階でスクラップ控除しています。 
 [随意契約] 
 ・道路修繕工事 雑賀崎地区田野    問①：これは緊急を要する工事ということですね。 
                   答：はい。 
                  事務局（水道局）抽出事案の概要説明 
（水道局分） 
 [指名競争入札] 
 ・坂田配水管布設替工事       問①：低入札価格調査により失格となった物件は 
                      ありますか。 
                   答：見積書にかなりの違算があったため，過去に 
                     １件あります。 
 ・漏水調査委託その２        問①：漏水防止調査というのは地区ごとに巡回し 
                      ているものですか。 
                   答：毎年和歌山市内で漏水調査は行っております。 
                     紀ノ川をはさみ河東・河西地区に分けていま 
                     す。 
 ・検討課題について         井伊委員長：解体工事の 低制限価格の設定につ 
                   いてどうするか，コンサルタントの価格がどうい 
                   うふうになっているのか検討していきたいと思い 
                   ます。 
 ○次回の抽出当番委員について    井伊委員長：次回の当番委員は廣谷委員でお願い 
                   します。 
 ○次回の日程について        事務局：次回（第３回入札監視委員会）の日程に 



                   ついては１１月下旬を予定しております。 
                   また後日ご連絡いたします。 
 ○報告事項             事務局：８月１０日入札において談合情報があっ 
                   た物件について報告 
                   井伊委員長より次回抽出案件に上記の談合情報が 
                   あった物件を抽出案件に加えていただく様当番委 
                   員にお願いしました。 


